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本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-3680〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・ホームページアドレス　https://www.boj.or.jp/
※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係  

◆金融市場調節方針の決定に関する件（9月21・22日）

　本委員会は、令和3年9月21・22日の金融政策決定会合において、次回金融政
策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすることを決定した。

記

1.　日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。

2.�　10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額の
長期国債の買入れを行う。
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◆資産買入れ方針の決定に関する件（9月21・22日）

　本委員会は、令和3年9月21・22日の金融政策決定会合において、長期国債以
外の資産の買入れについて、下記のとおりとすることを決定した。

記

1.�　ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に
相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。

2.�　CP等、社債等については、2022年3月末までの間、合計で約20兆円の残高
を上限に、買入れを行う。
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◆「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本
要領」の制定等の決定に関する件（9月21・22日）

　本委員会は、令和3年9月21・22日の金融政策決定会合において、民間におけ
る気候変動対応を支援するため、下記の諸措置を講ずることを決定した注1）。

記

1.�　「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」を別紙1.�
のとおり制定すること。

2.�　「補完当座預金制度基本要領」（平成28年1月29日決定）を別紙2.のとおり一
部改正すること。

3.�　「貸出促進付利制度基本要領」（令和3年3月19日決定）を別紙3.のとおり一
部改正すること。

注1）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（9月21・
22日）

　本委員会は、令和3年9月21・22日の金融政策決定会合において、当面の金融
政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆	金融政策決定会合の議事要旨（2021年7月15、16日開催分）に
関する件（9月21・22日）

　本委員会は、令和3年9月21・22日の金融政策決定会合において、金融政策決
定会合の議事要旨（2021年7月15、16日開催分）注2）を承認した。

注2）　インターネット・ホームページをご参照ください（9月28日公表）。
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（２）通常会合関係  

◆政策委員会月報（令和3年7月）に関する件（9月3日）

　本委員会は、令和3年9月3日、政策委員会月報（令和3年7月）を承認した。

◆	山形事務所の移転に関する件（9月10日）

　本委員会は、令和3年9月10日、山形事務所を下記のとおり移転することを決
定した。

記

　　現行所在地　山形市七日町三丁目1番2号（山形銀行本店ビル2階）

　　移転予定地　山形市旅篭町二丁目2番31号（山形銀行旅篭町ビル2階）

　　移転予定日　令和3年10月11日

21-08-274_07_1-5政委月報.indd   1621-08-274_07_1-5政委月報.indd   16 2021/10/15   13:34:082021/10/15   13:34:08



17令和3年8・9月　第861号

◆令和3年度の職員の給与等に関する件（9月10日）

　本委員会は、令和3年9月10日、令和3年度の職員の給与等について、下記のと
おり決定した。

記

1.�　管理職を除く事務職員・技術職員・庶務職員の定例給与およびエキスパート
職員の月手当については、従業員組合との協議を整えたうえで、改訂（ベア）
を行わないこと注3）。

2.�　職員の令和3年度の賞与について、「日本銀行における職員の給与等の支給
の基準」（平成10年9月21日決定）に基づき、次のとおり取り扱うこと注3）。

 （1）管理職
　　�　5月および11月賞与の支給率を、いずれも2.269か月とする。

 （2）管理職以外の職員（エキスパート職員を除く）
　　�　従業員組合との協議を整えたうえで、5月および11月賞与の支給率を、�
いずれも2.124か月とする。

 （3）エキスパート職員
　　�　従業員組合との協議を整えたうえで、5月および11月賞与の支給率を、�
いずれも0.971か月（担当者の補助的または定型的事務を職務とする者は
0.746か月）とする。

注3）�　日本銀行職員の給与等の概要については、インターネット・ホームページをご参
照ください。
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3.�　最低賃金法（昭和34年法律第137号）に基づき、令和3年度地域別最低賃�
金の改正が決定されたことを踏まえ、従業員組合との協議を整えたうえで、
「事務職員・技術職員・庶務職員及びエキスパート職員の給与支給額、支給�
割合等」（平成10年9月21日決定）注4）の一部を別紙のとおり改正し、令和3年
10月1日から実施すること。

注4）�　「事務職員・技術職員・庶務職員及びエキスパート職員の給与支給額、支給割合等」
の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆金融取引等審査会委員の選任に関する件（9月10日）

　本委員会は、令和3年9月10日、「役員の金融取引等に関する特則」（平成18年7
月21日決定）注5）11．に定める金融取引等審査会の委員（以下「審査会委員」と
いう。）に1名欠員が生じたため、同条項（3）イ、の定めに従い、以下の者を審
査会委員として選任すること、および、同条項（3）ハ、の定めにかかわらず、
その任期を他の審査会委員の任期満了日に合わせ2022年9月3日までとすること
を決定した。

池田　綾子（新任）

注5）�　「役員の金融取引等に関する特則」の全文については、インターネット・ホームページ
をご参照ください。
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◆「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選
定基準」の一部改正等に関する件（9月17日）

　本委員会は、令和3年9月17日、下記の1．および2．の諸規程をそれぞれ別紙1
および別紙2のとおり一部改正し、本年9月30日から実施することを決定した。

記

1.　�「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」�
（平成31年3月26日決定）注6）� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙1

2.　�「代理店の設置等に関する基本要領」（平成12年6月30日決定）注7）�
�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙2

注6）�　「日本銀行の当座預金取引または貸出取引の相手方に関する選定基準」の全文につい
ては、インターネット・ホームページをご参照ください。

注7）�　「代理店の設置等に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホーム
ページをご参照ください。
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2．報告事項

●地域金融強化のための特別当座預金制度の運営状況（金融機構
局）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（金融
機構局）

ラスト」
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